第１号様式（第２条４項関係）
大島空港格納庫使用申込書（令和８年４月分）
№　　　　　　　

	　大島空港格納庫運営要綱第２条の４の規定により、大島空港格納庫使用申込条件を承諾したうえで、次のとおり申請します。

　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏 名
　 　　　　　　　　
(所有者又は団体)　 　　　　　　　　　　　　　
　　　氏 名   　　　　　　　　　　　　　
※使用者と所有者が異なる場合は、それぞれの氏名を併記。団体の場合は団体名も併記


	大島空港管理事務所長　　殿
	

	１
	使用する機体
(型式・機体番号）
	　

	２
	使用目的
	　

	３
	連絡先
(電話番号・メールアドレス)
	　

	４
	大島空港格納庫使用申込条件への同意
	大島空港格納庫使用申込条件の内容について
□　同意します


　　（日本産業規格Ａ列４番）
　　
大島空港格納庫使用申込条件
１　使用の申込について
各使用期間における申込について、同一機体又は同一使用者による申込、一つの機体について複数者からの申込は受け付けておりません。また、各使用期間において、同一使用者が申込可能な機体数は１機までとします。
２　使用許可申請について
抽選に基づき使用者として決定の通知を受けた場合、使用を希望する月の前月の26日（26日が土日の場合は、直前の金曜日）までに、大島空港管理事務所に「空港内土地・建物・設備使用許可申込書」を提出してください。申込時と異なる内容の使用許可申請及び使用者としての決定通知を受けていない者の使用許可申請は、原則として受け付けません。
３　使用に当たる注意事項
(1)　継続的に同一の駐機位置にて使用許可を受けている場合を除いて、使用開始日の午前８時３０分から使用可能です。また、使用終了日の午後４時までに格納庫から機体を搬出してください。万一、使用終了日の午後４時を経過しても格納庫から機体が搬出されない場合、東京都が当該機体を格納庫外に搬出いたします。また、これにより万一機体に損傷等が発生したとしても東京都は一切の責任を負わないものとします。
(2)　原則として、格納庫への機体の搬入及び格納庫からの搬出は、使用者が自ら行うものとします。また、使用者が機体の搬出入をする場合において、格納庫内の他の機体を移動させる必要がある場合には、使用者の責任において移動させ、搬出入後は当該他の機体を原状の位置に戻してください。これにより万一、他の機体に損傷等が発生したとしても東京都は一切の責任を負いません。
※使用者間のトラブル防止のため、あらかじめ使用者間での連絡をお願いする場合があります。また、その際は、使用者双方の格納庫からの機体搬出入計画等を共有いただくことを推奨いたします。
(3)　格納庫内において、使用者の故意または過失により、自身又は第三者の航空機、機材に損害を与えた場合、東京都は一切の責任を負いません。また、格納庫の施設、設備損害を与えた場合は東京都と協議の上、使用者の責任において処理するものとします。
(4)　使用者は、２の申請後に発行される使用許可書に定められた使用許可条件を必ず遵守するものとし、これに違反した場合は、以降の格納庫の使用を許可しないものとします。
(5)　使用許可後の使用期間の変更は受け付けません。
(6)  令和８年４月分の格納庫使用期間は、１日から２３日までと２７日から３０日までとします。使用者決定後に提出する「空港内土地・建物・設備使用許可申請書」内の使用期間は、「令和８年４月１日から令和８年４月２３日までと令和８年４月２７日から令和８年４月３０日まで」と記載ください。
なお、４月２３日の格納庫からの機体の搬出及び４月２７日の格納庫への機体の搬入は、原則として使用者自らが行うものとしますが、対応が困難な場合は、別途離島港湾部管理課空港管理担当までご相談ください。
※４月２３日の機体の搬出は、同日午後４時までに行ってください。また、４月２７日の機体の搬入は、同日午前８時３０分から可能です。
(7)　　４月分の使用料については、一月（３０日）を(6)に基づく使用期間２７日分にて日割り計算し、請求します。
以上
